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本市の観光振興及び地域の活性化を図るため、各種大会・会議・研修会等を積極的に誘致しその各種大会等
を開催する団体に対して、市内宿泊施設に宿泊した延べ人数等に応じて奨励金の交付を行うことで、宿泊客
等の増加や交流人口の拡大を図ることを目的としている。
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●長崎県コンベンション開催助成事業補助金実施要綱
●島原市大会・会議等誘致奨励金交付要綱
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本市を含む地域において、各種大会・会議又は研修会（コンベンション）等を開催する団体に対し、参加者
等が市内の宿泊施設に宿泊した延べ人数に応じ奨励金（助成金）を交付する
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◎１次評価（自己評価）

（ ）

（ ）

◎２次評価

◎３次評価

予算措置額の増減：

備
考

⇒ 0

備　　考

　令和2年以前（コロナ禍前）の延宿泊数実績をみると、市費投入額以上に観光経済への効果があると認められる。またス
ポーツ大会では全国大会や九州大会の高レベルなものも実施されており、スポーツ振興にも寄与している。今後もアフター
コロナのなかで、投資額以上の効果が得られるよう期待したい。

判　　　定

評　価　結　果　を　踏　ま　え　た　次　年　度　予　算　へ　の　反　映　状　況　　（☑）

○視点別分析
視　  　　　　点 現　状　分　析 説　　　　　　　　　　　　明

② 市 の 関 与 の 必 要 性
事業の概要や性質、内容等から判断しても市としての関与は非常に重要で
ある。

① 助 成 事 業 の 効 果

③ 団 体 の 事 業 内 容 や

助成の在り方等の見直し
の

総 合 評 価

判
　
定

コロナ禍において落ち込んだ市内経済や観光産業の需要回復、並びにコロ
ナ禍前の水準に戻すためには、本制度は非常に重要であり、本市の宿泊客
等の増加並びに観光消費額の増加につながることから見直しの必要性はな
い。

　必要性

  Ｂ　見直しのうえで実施

○総合評価と今後の方向性

備　　考

見
直
し
の

方
向
性

判　　　定

　今後の課題と見直しの
　方向性（総合評価判定が
  Ｂ１～Ｂ４の場合）

課
 

題

本事業の実施により大会・合宿等の定着や新規大会・合宿の誘致が図られ、宿泊客等の確保に繋がっ
ている。特に、本市のスポーツ大会や合宿（キャンプ）における宿泊者数は、県内でも突出してお
り、また、大会・合宿等の開催に伴い交流人口の拡大、消費額の増加が図られており、一定の事業効
果が考えられる。
更に、積極的な誘致活動を展開し本制度の周知・ＰＲに努めることにより、入込客数・宿泊客の増加
による観光振興、地域の活性化にも繋がるため、引き続き本事業を実施していきたい。

本制度の浸透並びに積極的なスポーツキャンプ等の誘致（島原市スポーツ
キャンプ等誘致実行委員会）により、定着したスポーツ大会・合宿等の開
催されることで、安定的な宿泊客の確保はもとより、宿泊客等の増加並び
に観光消費額の増加等につながっている。
なお、近年、コロナ禍においてスポーツ大会・合宿等の中止・延期等に厳
しい状況が続いているが、コロナ禍前の水準に戻すべく、引き続き積極的
な誘致活動を展開する。

千円

休止･廃止の具体的方向性

判
定
理
由

意図した効果があがっている

ある程度効果がある。

あまり効果がない

分析できない

事業効果は後年度

必要性は薄れていない

少し薄れている

薄れている

不明

該当しない

見直しの必要はない

検討の余地はある

見直しの必要あり

補助額の削減

B1 事業規模の拡大 B2 事業規模の縮小

B3 事業内容の改善 B4 その他の見直し

Ａ 継続(特段の見直しは行わない）

Ｃ 休止（隔年実施など）

Ｄ 廃止（終期の設定も含む）

補助額の増加 補助の休止若しくは廃止 現状維持


